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◎
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
（
抄
）

（
中
止
命
令
等
）

第
十
八
条

環
境
大
臣
は
、
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
、
そ
の
行
為
の
中
止
を
命
じ
、
又
は
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
若
し
く
は
原

状
回
復
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

環
境
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
職
員
の
う
ち
か
ら
自
然
保
護
取
締
官
を
命
じ
、
前
項
に
規
定
す
る
権
限
の
一
部
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

保
全

（
沖
合
海
底
特
別
地
区
）

第
三
十
五
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

３

沖
合
海
底
特
別
地
区
内
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
（
以
下
こ
の
章
及
び
第
五
十
六
条
第
六
号
に
お
い
て
「
特
定
行
為
」
と
い
う
。
）
は
、
環
境
大
臣
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
、
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

鉱
物
を
掘
採
す
る
こ
と
。

二

鉱
物
の
探
査
を
行
う
こ
と
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
経
済
産
業
大
臣
の
同
意
を
得
て
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の

三

海
底
に
生
息
し
、
又
は
生
育
す
る
動
植
物
を
捕
獲
し
、
又
は
採
取
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
農
林
水
産
大
臣
の
同
意
を
得
て
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の

４
～
８

（
略
）

（
準
用
）

第
三
十
五
条
の
七

第
十
八
条
の
規
定
は
沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
お
け
る
特
定
行
為
に
対
す
る
命
令
に
つ
い
て
、
第
二
十
一
条
の
規
定
は
当
該
区
域
内
に

お
い
て
国
の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
特
定
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反

し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
、
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
者
、
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る

特
定
行
為
を
し
た
者
又
は
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
十
九
条
第
三
項
第
五
号
」
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と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「

し
よ
う
と
す
る
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
章

外
国
船
舶
に
係
る
担
保
金
等
の
提
供
に
よ
る
釈
放
等

（
外
国
船
舶
に
係
る
担
保
金
等
の
提
供
に
よ
る
釈
放
等
）

第
六
十
条

司
法
警
察
員
で
あ
る
者
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
取
締
官
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
船
舶
の
船
長
（
船
長
に
代
わ
つ
て

そ
の
職
務
を
行
う
者
を
含
む
。
）
及
び
違
反
者
（
当
該
船
舶
の
乗
組
員
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
次
項
に
掲
げ
る
事
項
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

海
域
に
お
け
る
第
五
十
三
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
五
十
七
条
（
第
五
十
三
条

の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
五
条
並
び
に
第
五
十
六
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
の
違
反
行
為
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
に
当
た
る
事
件
で
あ

つ
て
外
国
船
舶
に
係
る
も
の
（
以
下
「
事
件
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
船
長
そ
の
他
の
乗
組
員
の
逮
捕
が
行
わ
れ
た
場
合

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
事
件
に
関
し
て
船
舶
又
は
船
舶
の
国
籍
を
証
す
る
文
書
そ
の
他
の
船
舶
の
航
行
の
た
め
に
必
要
な
文
書
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
船

舶
国
籍
証
書
等
」
と
い
う
。
）
の
押
収
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
船
長
そ
の
他
の
乗
組
員
が
前
号
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

担
保
金
又
は
そ
の
提
供
を
保
証
す
る
書
面
が
次
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
主
務
大
臣
に
対
し
て
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
違
反
者
は
釈
放

さ
れ
、
及
び
船
舶
、
船
舶
国
籍
証
書
等
そ
の
他
の
押
収
物
（
以
下
「
押
収
物
」
と
い
う
。
）
は
返
還
さ
れ
る
こ
と
。

二

提
供
す
べ
き
担
保
金
の
額

３

前
項
第
二
号
の
担
保
金
の
額
は
、
事
件
の
種
別
及
び
態
様
そ
の
他
の
情
状
に
応
じ
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
、
取
締
官
が

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
一
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
知
し
た
額
の
担
保
金
又
は
そ
の
提
供
を
保
証
す
る
書
面
が
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
主
務
大
臣
に
対
し
て
提
供
さ
れ
た
と

き
は
、
主
務
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
取
締
官
又
は
検
察
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

第
六
十
二
条

担
保
金
は
、
主
務
大
臣
が
保
管
す
る
。

２
～
４

（
略
）
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（
主
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
三
条

前
三
条
の
規
定
の
実
施
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
事
項
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。

（
主
務
大
臣
等
）

第
六
十
四
条

第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
に
お
け
る
主
務
大
臣
及
び
前
条
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
政
令
で
定
め
る
。

◎
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

第
一
条

自
由
と
平
和
を
求
め
て
や
ま
な
い
日
本
国
民
は
、
美
し
い
風
習
を
育
て
つ
つ
、
よ
り
よ
き
社
会
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
築
き
あ
げ
る
た
め
に
、
こ
こ
に
国
民
こ
ぞ
つ

て
祝
い
、
感
謝
し
、
又
は
記
念
す
る
日
を
定
め
、
こ
れ
を
「
国
民
の
祝
日
」
と
名
づ
け
る
。

第
二
条

「
国
民
の
祝
日
」
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

元
日

一
月
一
日

年
の
は
じ
め
を
祝
う
。

成
人
の
日

一
月
の
第
二
月
曜
日

お
と
な
に
な
つ
た
こ
と
を
自
覚
し
、
み
ず
か
ら
生
き
抜
こ
う
と
す
る
青
年
を
祝
い
は
げ
ま
す
。

建
国
記
念
の
日

政
令
で
定
め
る
日

建
国
を
し
の
び
、
国
を
愛
す
る
心
を
養
う
。

天
皇
誕
生
日

二
月
二
十
三
日

天
皇
の
誕
生
日
を
祝
う
。

春
分
の
日

春
分
日

自
然
を
た
た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し
む
。

昭
和
の
日

四
月
二
十
九
日

激
動
の
日
々
を
経
て
、
復
興
を
遂
げ
た
昭
和
の
時
代
を
顧
み
、
国
の
将
来
に
思
い
を
い
た
す
。

憲
法
記
念
日

五
月
三
日

日
本
国
憲
法
の
施
行
を
記
念
し
、
国
の
成
長
を
期
す
る
。

み
ど
り
の
日

五
月
四
日

自
然
に
親
し
む
と
と
も
に
そ
の
恩
恵
に
感
謝
し
、
豊
か
な
心
を
は
ぐ
く
む
。

こ
ど
も
の
日

五
月
五
日

こ
ど
も
の
人
格
を
重
ん
じ
、
こ
ど
も
の
幸
福
を
は
か
る
と
と
も
に
、
母
に
感
謝
す
る
。

海
の
日

七
月
の
第
三
月
曜
日

海
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
海
洋
国
日
本
の
繁
栄
を
願
う
。

山
の
日

八
月
十
一
日

山
に
親
し
む
機
会
を
得
て
、
山
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
。

敬
老
の
日

九
月
の
第
三
月
曜
日

多
年
に
わ
た
り
社
会
に
つ
く
し
て
き
た
老
人
を
敬
愛
し
、
長
寿
を
祝
う
。

秋
分
の
日

秋
分
日

祖
先
を
う
や
ま
い
、
な
く
な
つ
た
人
々
を
し
の
ぶ
。

体
育
の
日

十
月
の
第
二
月
曜
日

ス
ポ
ー
ツ
に
し
た
し
み
、
健
康
な
心
身
を
つ
ち
か
う
。

文
化
の
日

十
一
月
三
日

自
由
と
平
和
を
愛
し
、
文
化
を
す
す
め
る
。

勤
労
感
謝
の
日

十
一
月
二
十
三
日

勤
労
を
た
つ
と
び
、
生
産
を
祝
い
、
国
民
た
が
い
に
感
謝
し
あ
う
。
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第
三
条

「
国
民
の
祝
日
」
は
、
休
日
と
す
る
。

２

「
国
民
の
祝
日
」
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
そ
の
日
に
最
も
近
い
「
国
民
の
祝
日
」
で
な
い
日
を
休
日
と
す
る
。

３

そ
の
前
日
及
び
翌
日
が
「
国
民
の
祝
日
」
で
あ
る
日
（
「
国
民
の
祝
日
」
で
な
い
日
に
限
る
。
）
は
、
休
日
と
す
る
。


